
　連合青森は２月３日（土）13時30分から、青森
県観光物産館アスパムにて「2024春季生活闘争討
論集会」を開催し、オンラインを含む170名の組
合員が参加し、県内すべての働く者の賃上げ、労
働条件の向上を勝ち取ろうと意思統一した。
　あいさつに立った塩谷進会長は、「今春闘は労
使とも賃金と物価が上昇する好循環を実現し、持
続的な賃上げにつなげる方向性が一致しスタート
した」と述べ、「何としても物価高に負けない賃
上げを勝ち取り、消費を拡大させ経済成長につな
げていかなくてはならない。厳しい環境下にあっ
ても賃金改善等を掲げ、要求実現に向けて取り組
む意義は大きい」と今春闘に臨む決意を表した。

　次に連合総合政策推進局
労働条件・中小地域対策局
小菅元生局長が『連合2024
春季生活闘争方針』につ
いて提起し、「今年はこれ

まで関心の薄かった情勢を捉えることが重要とな
る」と述べ、データに基づき説明があった。取り
組みについては、「①賃金水準改善、②物価を上
回る可処分所得増の必要性、③労働市場における
賃金動向、④労働者への分配増と各種格差是正の

４要素を勘案し、賃上げ分３％以上を目安に全体
の要求水準を底上げしつつ、さらに上をめざして
ほしい」と述べた。
　続いて日本銀行青森支店
武藤一郎支店長より『イン
フレ・賃金を巡る話題～マ
クロ的なインフレ・賃上げ
環境と青森県の動向』と題
して解説がされた。現下の物価上昇に大きく作用
する企業収益と労働分配率について、「全国的に
大企業はかつてない高利益となっているものの、
労働分配率はかつてない低分配となっており、労
働者に還元されていないことが明らかとなった」
と説明。また県内動向については「昨年12月時点
の青森県経済について、景気は緩やかに回復して
いる。と判断したものの、物価高で消費を抑える
傾向が続き、実質賃金は昨年よりマイナスになっ
ている。また消費者物価指数は前年比7.8％上昇
し、全国平均と同レベルの上げ幅になっており、
平均月収で全国最下位を示す本県の賃金格差は拡
大していることが顕著となった。県内賃上げに関
してもこの消費者物価指数7.8％に追い付いてい
ない」と解説した。

連合青森2024春季生活闘争討論集会＆
物価高騰に負けない賃上げをめざそう! !キャラバン

経済・賃金・物価が安定的に上昇するステージへ正念場の年！
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　集会後半に入り、中野隼事務局長が「連合青森
2024春季生活闘争方針」について提起し、最後に
「すべての働く仲間たちとともに、昨年を上回る
『物価高騰に負けない賃上げ』を成し遂げる」と
した「闘争開始宣言」を採択し、団結ガンバロー
を三唱し、2024春季生活闘争勝利に向け闘いの火
ぶたを切った。
　また同日、『物価
高騰に負けない賃
上げをめざそう‼
キャラバン』がス
タート。出発セレ
モニーを開催し、
塩谷会長から津軽地協谷川浩二議長へタスキが繋
がれた。このキャラバンは３月２日まで１カ月
間、大きなユニオニオンのイラストを掲げたラッ
ピングカーが県内を駆け巡り、各地域で街頭行動
などを行う。

【賃上げ要求目標】
●率要求　６％以上
　�賃上げ分３％程度と定期昇給相当分（賃金
カーブ維持相当分）を含む賃上げを５％程
度＋格差是正分１％以上

●額要求　14,700円以上
①賃金カーブの算定が困難な場合
　�定期昇給相当分（賃金カーブ維持相当分）
4,900円程度＋賃上げ分7,350円程度＋格差
是正分2,450円以上
②賃金カーブの算定が可能な場合
　�定期昇給相当分＋賃上げ分7,350円程度+格
差是正分2,450円以上

●初任給の要求目標
　170,400円（18歳高卒初任給参考目標値）
●企業内最低賃金 1,200円以上

【額要求組立て】
� 定期昇給相当分……4,900円　　
� 賃上げ分……………7,350円　　
� 格差是正分…………2,450円以上

ジブン時間、大切にしていますか？
　　 ３月６日は36（サブロク）の日
法律で定められている労働時間は原則「１日８時間、週40時間以内」。
時間外労働には「36（サブロク）協定」が必要です。
2020年４月１日からは中小企業も含めた
すべての企業に時間外労働の上限規制が導入されました。

─2─

　2024年２月



【要請内容】５項目
①「率で６％以上、額で14,700円以上」の賃上げ

②雇用形態間の格差是正

③�男女間賃金格差・生活関連手当支給基準の是正

④�｢すべての労働者の立場に立った働き方｣の見直し

⑤法定最低賃金の改正

「賃上げ」率で6％以上、額で14,700円、「雇用形態間格差是正」などを要求！
� 県経営者協会に申入れ

　連合青森は１月30日（火）、青森県経営者協会
（七尾嘉信会長）に対し、「2024年春季労使交渉に関
する申入れ」を行った。
　この申入れは今春季生活闘争にあたり、全国最
低水準に位置する本県の賃金や労働条件につい
て、労使一体となり改善に向け取り組むことが若
手労働者の県外流出や中央との格差を是正し、地
場企業に持続的活力を与え、地域経済の発展に向
け不可欠であるとして例年行われている。
　連合青森塩谷進会長は長期的な物価高騰により
適正な価格転嫁が進まず、労働者の生活はひっ迫
していることに触れ、「実質賃金にこだわった賃上
げを定着化・継続化し、賃金も経済も物価も安定
的に上昇する経済社会へとステージ転換を図る正
念場の年。労働力確保と併せ、経済を自律的回復
軌道に載せるためにも、人への投資による賃上げ
が必要であり、それに対する経営者側の判断・決
断が今、求められている」と強調した。
　これに対し県経営者協会七尾会長は「社会全体
で賃上げの流れはあるが、県内中小企業の経営基

盤は脆弱で大企業と足並みをそろえた対応は難し
い。原資確保に向けた価格転嫁への対策も含め、
一律の議論ではなく各企業においてどれだけのこ
とができるかを議論していきたい」と述べた。
　この申入れに対する見解は３月12日「労使交渉
懇談会」で示される。

2024年２月行動予定　２月10日現在

〇２月16日（金） 11時00分　浅虫 辰巳館
　「第２回地場労組対策委員会」
〇２月16日（金） 13時00分　浅虫 辰巳館
　「今年もガンバル！地場労組交流の集い」
〇２月17日（土） 13時30分　県労働福祉会館
　「2024青年･女性ファイテイングフォーラム」
〇２月22日（木） 17時　さくら野青森店前
　「2.22連合アクション街頭行動」
〇２月29日（木） 10時30分　県労働福祉会館
　「第２回政治センター幹事会」
〇２月29日（木） 14時　県労働福祉会館
　「第２回戦術会議」
〇２月29日（木） 上記終了後　県労働福祉会館
　「第３回四役会議」

2024年３月行動予定

〇３月２日（土） 10時30分　青い海公園
　「2024春季生活闘争総決起集会」

〇３月２日（土） 13時　県労働福祉会館
　「官公部門連絡会春闘勝利総決起集会」
〇３月２日（土） 14時　さくら野青森店前
　「3.8国際女性デー街頭行動」
〇３月６日（水） 10時30分　県労働福祉会館
　「第１回政策委員会」
〇３月６日（水） 13時30分　県労働福祉会館
　「第２回闘争委員会」
〇３月６日（水） 上記終了後　県労働福祉会館
　「第３回執行委員会」

各地協春季生活闘争関連集会日程

・２月９日（金） 下北地協春闘討論集会
・２月15日（木） 津軽地協春闘討論集会
・２月16日（金） 西北五地協春闘討論・決起集会
・２月26日（月） 三八地協闘争開始宣言・
� 総決起集会
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詳しくはこちら

2023 年 10 月 1 日～2024 年 3 月 31 日

青森推進本部 （青森県労働者共済生活協同組合）

公式アプリ新登場

～こくみん共済 coop のお役立ちアプリ～

ダウンロードは

←こちらから

0223W005

連合青森とつながろう

facebookホームページ
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令和6年能登半島地震「緊急支援カンパ」の実施
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連合『救援カンパ』振込先

振込先：中央労働金庫　本店営業部
　　　　普通№０１９９３２６
口座名：連合令和6年能登半島地震救援カンパ
� 事務局長 清水秀行

※労金窓口での振込は振込手数料免除あり。

　１月１日16時10分頃、石川県能登地方を震源と
するマグニチュード7.6、最大震度７を観測した
地震により多くの方々が犠牲となった。家屋の崩
壊や土砂崩れ、インフラの寸断、さらには大規模
火災の発生など甚大な被害が生じ、家を失った多
くの方々は避難所生活を余儀なくされ、家屋の再
建にめどが立たず、困難を期している。
　連合は災害後直ちに「対策本部」を設置し、「連
合愛のカンパ」から支援金を拠出するなど、救援
の取り組みを行っている。
　連合青森も一日も早い復旧を願い『今できる最
善のボランティア活動』として、「緊急支援カン
パ」を旗開きや各集会会場内で実施。また１月26
日（金）には街頭募金活動をさくら野青森店前で
実施し、多くのご厚意をいただいた。
　この活動で集まった募金は連合本部へ送金し、
復旧作業に役立てることとしている。
　また連合本部では右記の通り『救援カンパ』専
用口座を開設し、協力を呼び掛けている。各構成
組織の皆さまにご協力、ご支援をお願いする。

『令和６年能登半島地震』において、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の
誠を捧げるとともに、被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。
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